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主  要  目  次 

 

告   示 
 ２ 新潟県私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則により知事が告示する種類及び事項の

一部改正（大学・私学振興課） 
 ３ 知事指定薬物の失効（医務薬事課） 
 ４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指定（障

害福祉課） 
 ５ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則による指定自立支援医療機関

の廃止届（障害福祉課） 
 ６ 保安林の指定解除予定（治山課） 
 ７ 保安林の指定解除予定（治山課） 
 ８ 土地改良区役員の退任届（農地計画課） 
 ９ 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 10 県営土地改良事業変更計画の縦覧（農地計画課） 
 11 土地改良事業の工事完了届（農地計画課） 
 12 平成28年度地籍調査事業計画の変更（農村環境課） 
 13 道路の区域変更（道路管理課） 
 14 道路の供用開始（道路管理課） 
 15 道路の区域変更（道路管理課） 
 16 道路の供用開始（道路管理課） 
公   告 
  予算の公表（財政課） 
  特定非営利活動法人の設立の認証申請（県民生活課） 
  大規模小売店舗の変更（商業・地場産業振興課） 
  平成28年度新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査の実施（職業能力開発課） 
正   誤 
  平成28年３月25日付け県報第24号主要目次及び告示第378号中（用地・土地利用課） 
  平成25年３月29日付け県報第25号告示第452号中（用地・土地利用課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第２号 

新潟県私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則（昭和63年新潟県規則第７号）第14条第１項の

規定により知事が告示する種類及び事項（平成19年３月新潟県告示721号）の一部を次のように改正する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

改  正  後 改  正  前 

  

発 行   新 潟 県 

第 １ 号 
平成29年１月６日 

毎週火（祝日のときは翌日）、金曜発行 
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１ （略） 

２ 知事が告示する事項 

  (1) （略） 

  (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号）第２条各項（第２項、第

３項及び第12項を除く。）に規定する営業及びこれら

に類似する方法によって経営されるもの 

  (3)～(6) （略） 

１ （略） 

２ 知事が告示する事項 

  (1) （略） 

  (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号）第２条各項（第２項及び

第３項を除く。）に規定する営業及びこれらに類似す

る方法によって経営されるもの 

  (3)～(6) （略） 

 

◎新潟県告示第３号 

新潟県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年新潟県条例第88号。以下「条例」という｡)第17条第１項の規

定により、知事指定薬物が次のとおり指定の効力を失ったので、同条第２項の規定により告示する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 失効する知事指定薬物の名称 

(1) メチル＝２―［１―（シクロヘキシルメチル）―１Ｈ―インドール―３―カルボキサミド］―３―メチル

ブタノアート（通称名：ＡＭＢ―ＣＨＭＩＣＡ、ＭＭＢ―ＣＨＭＩＣＡ）及びその塩類 

(2) ２―（４―エトキシ―３,５―ジメトキシフェニル）エタンアミン（通称名：Ｅｓｃａｌｉｎｅ）及びその

塩類 

(3) Ｎ―（１―フェネチルピペリジン―４―イル）―Ｎ―フェニルフラン―２―カルボキサミド（通称名：Ｆ

ｕｒａｎｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ、Ｆｕ―Ｆ）及びその塩類 

２ 失効の理由 

  当該知事指定薬物が条例第２条第１項第６号に規定する薬物に該当するに至ったため。 

３ 失効年月日 

  平成28年12月31日 

４ 罰則の適用 

  条例第26条から第30条までの規定は、当該知事指定薬物の指定の失効前にした行為についても、これを適用

する。 

 

◎新潟県告示第４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次のとおり指定した。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

悠久調剤薬局 
長岡市殿町２丁目５－４ 

ニューツチダビル１Ｆ 
育成医療・更生医療 平成29年１月１日 

にわさき薬局 見附市学校町１－８－33 育成医療・更生医療 平成29年１月１日 

わかば薬局 長町店 
長岡市長町２丁目字長町 

甲1649番８ 
育成医療・更生医療 平成29年１月１日 

 

◎新潟県告示第５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）から次のとおり廃止した旨の届出があった。 
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平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

名 称 住 所 
担当する医療の 

種     類 
廃止年月日 

大手薬局 神田店 長岡市神田町３－２－17 育成医療・更生医療 平成28年10月31日 

四日町薬局 十日町市新座甲620－５ 育成医療・更生医療 平成28年11月６日 

にいがた調剤薬局 長岡 
長岡市長町２－甲 

1643－11 
育成医療・更生医療 平成28年11月30日 

 

◎新潟県告示第６号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定であ

る。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 解除予定保安林の所在場所 

 新潟県十日町市八箇字中ノ沢壬３の66（次の図に示す部分に限る｡) 

２ 保安林として指定された目的 

 水源のかん養 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

（「次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第７号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定であ

る。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 解除予定保安林の所在場所 

 新潟県十日町市八箇字中ノ沢壬３の66（次の図に示す部分に限る｡) 

２ 保安林として指定された目的 

 水源のかん養 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

（「次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第８号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、長岡市の福島江土地改良区から次のとおり役

員が退任した旨の届出があった。 

平成29年１月６日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 退任 

理事 長岡市高島町452番地  矢尾板 登 
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   退任年月日 平成28年11月30日  

 

◎新潟県告示第９号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、胎内市の胎内川沿岸土地改良区の定款の変更

を平成28年12月９日認可した。 

平成29年１月６日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第10号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、佐渡市の一部を受益地域とする県営国府

川左岸地区 農業用用排水施設整備・農業用道路整備・農用地改良保全（土地改良総合整備（担い手支援型））事

業計画の変更をしたので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 縦覧に供する書類の名称 

 県営土地改良事業変更計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

 平成29年１月10日から平成29年２月６日まで 

３ 縦覧に供する場所 

 佐渡市役所 

４ その他 

(1) 審査請求について 

  この土地改良事業計画の変更について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内

（以下「不服申立期間」という。）に、知事に対して審査請求をすることができる。 

  なお、正当な理由があるときは、不服申立期間を経過した後であっても審査請求をすることが認められる

場合がある。 

(2) 土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えについて 

ア この土地改良事業計画の変更については、上記(1)の審査請求のほか、この土地改良事業計画の変更を知

った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表する者は知事

となる。）、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができる。  

イ また、上記(1)の審査請求をした場合には、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

ウ ただし、上記イの期間が経過する前に、その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができなくなる。 

 なお、正当な理由があるときは、上記ア（審査請求をした場合にはイ）の期間や審査請求に対する裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴

えを提起することが認められる場合がある。 

 

◎新潟県告示第11号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

平成29年１月６日 

新潟県新発田地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

阿賀野市 

樋口 耕一  

ほか 53名 

 

山王・新座下 

 

 

区画整理事業 

 

 

平成 28年 12月 19

日 

 

 

◎新潟県告示第12号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、平成28年度地籍調査事業計画（平成28
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年12月９日新潟県告示第1259号）を次のとおり変更する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

調査を行う

者の名称 

調査区域 調査期間 

 

  

新潟市 

 

 

 

新発田市 

 

 

小千谷市 

 

 

 

十日町市 

 

 

 

見附市 

 

 

村上市 

 

 

 

燕市 

 

 

糸魚川市 

 

 

阿賀野市 

 

 

 

佐渡市 

 

 

魚沼市 

 

 

 

 

湯之谷地域

森林組合 

 

 

新潟市の第06－18計画区・第03－26－１計画区・第14－15－１計

画区及び第09－16－１計画区 

 

 

新発田市の第３計画区及び第４計画区 

 

 

小千谷市の第27計画区・第28計画区・第29計画区・第30－１計画

区及び第30－２計画区 

 

 

十日町市の市街第８計画区・市街第９計画区・市街第10計画区・

市街第11計画区・市街第12計画区及び市街第13計画区 

 

 

見附市の第５計画区・第６計画区及び第７計画区 

 

 

村上市の朝第32計画区・朝第33計画区・朝第33－２計画区・朝第

35計画区及び神第33計画区 

 

 

燕市の第39計画区・第40計画区及び第41計画区 

 

 

糸魚川市の第22計画区及び第23計画区 

 

 

阿賀野市の第36－２計画区・第37－１計画区・第37－２計画区及

び第38計画区 

 

 

佐渡市の第50計画区及び第51計画区 

 

 

魚沼市の第53－１計画区・第57－１－１計画区・第57－１－２計

画区・第37－１計画区・第57－２計画区・第54－１計画区及び第

56計画区 

 

 

魚沼市の湯森林第１－２計画区 

 

 

 

平成28年４月１日から平成

29年３月31日まで 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

     〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

 

     〃 
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南魚沼市 

 

 

 

胎内市 

 

 

弥彦村 

 

 

田上町 

 

 

阿賀町 

 

 

 

出雲崎町 

 

 

湯沢町 

 

 

 

津南町 

 

 

刈羽村 

 

 

 

関川村 

 

 

 

南魚沼市の第８－１計画区・第８－２計画区・第９－１計画区及

び南魚沼市計画区 

 

 

胎内市の第45計画区及び第46計画区 

 

 

弥彦村の第36計画区・第37計画区及び第38計画区 

 

 

田上町の第３計画区及び第４計画区 

 

 

阿賀町の第１計画区・第２計画区・第５－１計画区・第６－１計

画区・第５－２計画区・第６－２計画区及び第７計画区 

 

 

出雲崎町の第一計画区・第二計画区及び第三計画区 

 

 

湯沢町の第102－３計画区・第105－１計画区及び第105－２計画

区 

 

 

津南町の第２計画区及び第３計画区 

 

 

刈羽村の第11－３計画区・第13－１計画区・第11－４計画区・第

13－２計画区及び第11－５計画区 

 

 

関川村の第14－３計画区・第14－４計画区・第14－５計画区・第

14－６計画区・第15－１計画区・第15－２計画区・第16計画区・

第17計画区・第18計画区及び第19計画区 

 

〃 

 

 

 

    〃 

 

 

〃 

 

 

     〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

  

 

◎新潟県告示第13号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 新発田津川線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

新発田市豊町四丁目502番から 

 

 

新 

 

19.3～30.8メートル 

 

73.8メートル 
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同市豊町四丁目511番２まで  

旧 

 

 

19.6～20.3メートル 

 

73.8メートル 

 

◎新潟県告示第14号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   新発田津川線 

２ 供用開始の区間 

  新発田市豊町四丁目502番から同市豊町四丁目511番２まで 

３ 供用開始の期日  平成29年１月６日 

 

◎新潟県告示第15号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道  

２ 路 線 名 小千谷大和線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

南魚沼市市野江丙62番３から 

 

同市市野江丙62番３まで 

 

新 

 

12.0～123.9メートル 

 

 

53.0メートル 

 

 

旧 

 

12.0～59.9メートル 

 

 

53.0メートル 

 

 

◎新潟県告示第16号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   小千谷大和線 

２ 供用開始の区間 

  南魚沼市市野江丙62番３から同市市野江丙62番３まで 

３ 供用開始の期日  平成29年１月６日 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成28年12月22日新潟県議会において議決された平成28年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算、企

業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 
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平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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特定非営利活動法人の設立の認証申請について（公告） 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民生活・環境部県民生活課

及び上越地域振興局において縦覧に供する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 申請のあった年月日 

平成28年12月20日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人頸城野ドキュメントライブラリー 

３ 代表者の氏名 

藤野 正二 

４ 主たる事務所の所在地 

    上越市仲町２丁目８番４号 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、新潟県上越地方の住民・団体などが記録した歴史遺産・文化財関連の映像（写真や動画）や録

音音声が消失していくのを防ぐため、保存と継承を呼びかけ、それらを積極的に掘り起して収集・調査すると

同時に、現在の頸城野文化・生活なども記録保存し、歴史資料として未来に継承と活用が出来るようライブラ

リーとすることを目的にした事業。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する支援活動 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 クスリのアオキ大島店 

所在地 長岡市大島本町３丁目１番地57 

設置者 株式会社クスリのアオキ 

２ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

（変更前）ナルス大島店・クスリのアオキ大島店 

（変更後）クスリのアオキ大島店 

 (2) 大規模小売店舗を設置する者及びその代表者 

（変更前）株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 保外志 他１者 

（変更後）株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 宏憲 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者及びその代表者 

（変更前）株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 保外志 他２者 

（変更後）株式会社クスリのアオキ 代表取締役 青木 宏憲 

３ 変更年月日 

２(1)平成28年11月14日 

２(2)、(3)平成26年８月19日ほか 

４ 変更の理由 

  大規模小売店舗の設置者及び小売業を行う者を１社に変更するとともに、小売業を行う者の代表者を変更し
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たため。 

５ 届出年月日 

平成28年12月21日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成29年１月６日から平成29年５月６日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

平成28年度新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査の実施について（公告） 

技能審査認定規程（昭和48年９月労働省告示第54号）に基づく平成28年度新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査を

次のとおり実施する。 

平成29年１月６日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 実施期日 

(1) 学科試験 

  平成29年３月４日（土） 

(2) 実技試験 

  平成29年３月５日（日） 

２ 実施場所 

 村上市下相川316番２号 

 村上高等職業訓練校 

３ 等級の区分 

 １級及び２級 

４ 受験申請の手続き 

(1) 提出書類 

  村上木彫堆朱彫刻技能審査受験申請書（以下「申請書」という｡) 

  実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面の写し 

(2) 提出先 

  郵便番号950－0965 

  新潟市中央区新光町15番地２  新潟県公社総合ビル４階 

  新潟県職業能力開発協会 

(3) 受付期間 

    平成29年２月１日（水）から平成29年２月８日（水）まで 

(4) 受験申請に関する注意 

 ア 申請書の用紙及び受験案内は、新潟県職業能力開発協会で交付する。 

   なお、申請書の用紙の郵送を求める場合は、封筒の表に「村上木彫堆朱彫刻技能審査受験申請書用紙請 

  求」と朱書きすること。 

 イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表に「村上木彫堆朱彫刻技能審査受験申請書在中」と 

  朱書きすること。 

     なお、郵送による申請書は、受付期間内の消印があるものに限り受け付ける。 

５ 合格者の発表等 

(1) 合格発表の期日 

  平成29年３月24日（金） 

(2) 合格発表の方法 

  新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査の合格者には、技能審査合格通知書で通知する。 

  実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、新潟県職業能力開発協会が書面で通知する。 
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(3) 合格証書の交付 

  新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査の合格者には、合格証書を交付する。 

    なお、合格証書の交付日及び交付場所は、技能審査合格通知書に記載して通知する。 

６ その他 

 新潟県村上木彫堆朱彫刻技能審査の詳細については新潟県職業能力開発協会（電話025－283－2155）へ問い 

合わせること。 

 

正   誤 

平成 28年３月 25 日付け県報第 24号主要目次中 

ページ 行 誤 正 

１ 19 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱の一

部改正 

平成 28年３月 25 日付け新潟県告示第 378号（新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱）中 

ページ 行 誤 正 

８ 32 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱（昭

和48年４月17日新潟県告示第562号） 

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱（昭

和60年３月新潟県告示第999号） 

 

平成 25年３月 29 日付け新潟県告示第 452号（新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱の一部改正）中 

ページ 行 誤 正 

109 14 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱（昭

和48年４月17日新潟県告示第562号） 

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱（昭

和60年３月新潟県告示第999号） 
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